
1

平
田
篤
胤
『
考
案
書
』
と
宇
佐
美
氏

秦
野

秀
明

は
じ
め
に

『
越
谷
市
史

第
一
巻

通
史
上
』
に
は
、
以
下
の
記
述
が
あ

る
。「

資
料
一
」

「
こ
と
に
幕
末
の
国
学
者
平
田
篤
胤
は
、
越
ヶ
谷
町
の
門
人

山
崎
篤
利
を
訪
れ
た
と
き
は
、
当
社
に
参
詣
し
た
も
の
と
み

ら
れ
、
越
ヶ
谷
久
伊
豆
神
社
の
由
緒
を
し
た
た
め
た
「
考
案

書
」
を
著
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
、
伊
豆
国
宇
佐
美

の
領
主
、
宇
佐
美
三
八
郎
重
之
が
当
地
域
を
領
知
し
た
と
き
、

越
ヶ
谷
久
伊
豆
神
社
に
太
刀
を
奉
納
す
る
と
と
も
に
社
殿
を

再
建
し
た
と
い
う
。[

後
略]

」（
1
）

「
資
料
一
」
の
記
述
内
容
を
整
理
す
る
と
、

一

国
学
者
平
田
篤
胤
は

二

越
ヶ
谷
久
伊
豆
神
社
の
由
緒
を
し
た
た
め
た
「
考
案
書
」

を
著
し
た

そ
の
由
緒
と
は

①

応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
、

②

伊
豆
国
宇
佐
美
の
領
主
、
宇
佐
美
三
八
郎
重
之
が

③

当
地
域
を
領
知
し
た
と
き

④

越
ヶ
谷
久
伊
豆
神
社
に
太
刀
を
奉
納
す
る
と
と
も
に
社

殿
を
再
建
し
た
と
い
う

で
あ
っ
た
。

筆
者
は
、
「
資
料
一
」
①
、
②
、
③
、
④
の
検
証
を
行
う
べ

く
、
出
典
で
あ
る
『
考
案
書
』
を
紐
解
く
た
め
に
、
「
越
谷
市

立
図
書
館
」
に
も
蔵
書
と
し
て
備
え
ら
れ
て
い
る
『
新
修
平

田
篤
胤
全
集
』
の
「
全
て
の
巻
」
に
当
た
っ
た
が
、『
考
案
書
』

を
発
見
す
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
（
「
国
立
国
会
図
書
館
サ

ー
チ
」（
2
）

で
も
検
索
に
係
ら
な
か
っ
た
）
。

そ
こ
で
、
原
田
民
自
氏
の
収
集
さ
れ
た
資
料
等
か
ら

①
「
資
料
二
」

明
治
三
十
七
年
四
月
五
日
発
行
『
東
武
鉄
道
線
路
案
内
記
』

三
一
、
三
二
頁
（

3
）

②
「
資
料
三
」
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明
治
三
十
八
年
二
月
十
三
日
発
行
『
埼
玉
県
地
理
案
内
』

四
六
、
四
七
頁
（

4
）

③
「
資
料
四
」

大
正
五
年
発
行
『
越
ヶ
谷
案
内
』

四
一
頁
（

5
）

の
「
三
点
」
の
資
料
の
記
述
の
中
に
、
平
田
篤
胤
が
越
ヶ
谷
久

伊
豆
神
社
の
由
緒
を
し
た
た
め
た
『
考
案
書
』
の
記
述
内
容

を
、
「
復
元
」
す
る
こ
と
が
可
能
な
箇
所
を
発
見
し
た
。

ゆ
え
に
本
論
で
は
、
筆
者
が
、「
資
料
二
」
、「
資
料
三
」
、「
資

料
四
」
を
元
に
、
平
田
篤
胤
『
考
案
書
』
の
記
述
内
容
を
出
来

る
限
り
「
復
元
」
し
、
そ
の
記
述
内
容
を
「
引
用
」
し
た
「
資

料
一
」
①
、
②
、
③
、
④
の
検
証
及
び
、
「
同
」
②
に
記
述
さ

れ
る
宇
佐
美
氏
に
つ
い
て
の
検
証
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

尚
、
頁
数
の
制
約
上
、「
越
ヶ
谷
久
伊
豆
神
社
」
の
「
創
建
」

に
関
わ
る
論
説
や
、
同
神
社
の
「
祭
祀
」
に
関
わ
る
論
説
は
、

本
論
に
お
い
て
は
行
わ
な
い
。

一
「
資
料
三
」
の
記
述
内
容
の
整
理

「
資
料
二
」
、「
資
料
三
」
、「
資
料
四
」
の
記
述
内
容
を
比
較

検
討
し
た
結
果
、「
出
版
物
の
発
行
時
期
に
時
間
差
が
な
い
」
、

「
著
者
の
文
章
表
現
に
同
一
性
が
み
ら
れ
る
」
等
の
根
拠
か

ら
、
こ
の
「
三
点
」
の
資
料
の
著
者
は
、
「
同
一
人
物
」
で
あ

る
と
推
定
し
、
次
に
、
そ
の
記
述
内
容
の
「
復
元
」
を
容
易

に
し
、
且
つ
、
そ
の
内
容
で
あ
る
「
資
料
一
」
①
、
②
、
③
、

④
の
検
証
を
行
う
こ
と
も
容
易
に
す
る
た
め
に
、
「
資
料
三
」

を
「
三
点
」
の
資
料
の
代
表
と
し
て
用
い
て
、
次
の
よ
う
に
「
資

料
三
」
Ｂ
①
か
ら
Ｂ
⑮
ま
で
の
記
述
と
し
て
整
理
し
た
。

「
資
料
三
」

明
治
三
十
八
年
二
月
十
三
日
発
行

『
埼
玉
県
地
理
案
内
』
四
六
、
四
七
頁
（

4
）

Ｂ
①

伊
豆
国
宇
佐
見
領
主
、
宇
佐
見
三
八
郎
重
之
、

Ｂ
②

室
町
将
軍
家
よ
り
、

Ｂ
③

武
州
埼
玉
郡
寄
西

き

さ

い

木
埼

き

さ

い

の
郷
を
給
は
り
、

Ｂ
④

応
仁
元
年
（
編
者
案
す
る
に
寄き

西さ

い

は
今
の
騎
西

き

さ

い

な
る
べ

し
）
の
頃

Ｂ
⑤

伊
豆
国
よ
り
、
武
蔵
国
に
移
る
其
時

Ｂ
⑥

本
国
の
神
な
れ
ば
、
伊
豆
国
加
茂
郡
三
島
社
を
木
埼

き

さ

い

の

郷
に
斎
ひ
て
、
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Ｂ
⑦

久
伊
豆
明
神
と
號
す
、
久
伊
豆
明
神
と
は
則
、
三
島
明

神
の
御
事
な
り
、

Ｂ
⑧

右
宇
佐
見
家
の
系
図
に
見
え
た
り
、

Ｂ
⑨

三
島
明
神
を
久
伊
豆
と
申
す
事
は
東
鑑
に
見
え
た
り
、

Ｂ
⑩

又
三
島
明
神
を
俗
に
は
、
大
山
祇
神
を
祭
る
と
い
へ
ど

も
此
は
、
伊
予
国
三
島
神
社
は
、
大
山
祇
神
を
祭
る
故

に
同
体
な
ら
ん
と
思
ひ
誤
れ
る
に
て
、
實じ

つ

は
事
代
主
神

と
溝
昨
姫
神
と
を
祭
れ
り
、
此
事
は
古
史
傳
と
い
ふ
書

に
見
へ
た
り

Ｂ
⑪

久
伊
豆
神
を
蛇
神
と
い
ふ
事
は
、
言
代
主
の
八
尋
鰐
に

な
り
て
、
三
島
の
溝
昨
姫
へ
通
ひ
給
へ
る
と
い
ふ
古
事

を
誤
り
傳
へ
た
る
も
の
な
り
、

Ｂ
⑫

宇
佐
見
三
八
郎
は
、
後
に
常
陸
国
佐
竹
の
臣
と
な
り
て

Ｂ
⑬

出
羽
国
秋
田
に
う
つ
れ
る
が
、

Ｂ
⑭

大
阪
陣
の
時
に
討
死
す
、
其
子
孫
を
三
十
郎
を
い
ふ
、

Ｂ
⑮

今
に
秋
田
に
住
し
て
、
佐
竹
氏
に
仕
ふ
と
い
ふ
。

二
「
資
料
一
」
と
「
資
料
三
」
の
相
違
点

「
資
料
一
」
①
、
②
、
③
に
対
応
す
る
記
述
は
、「
資
料
三
」

Ｂ
①
、
Ｂ
②
、
Ｂ
③
、
Ｂ
④
、
Ｂ
⑤
の
記
述
で
あ
る
。

①

応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
、

に
対
応
す
る
記
述
は
、

→
Ｂ
④

応
仁
元
年
（
編
者
案
す
る
に
寄き

西さ

い

は
今
の
騎
西

き

さ

い

な

る
べ
し
）
の
頃

で
あ
り
、

②

伊
豆
国
宇
佐
美
の
領
主
、
宇
佐
美
三
八
郎
重
之
が

に
対
応
す
る
記
述
は
、

→
Ｂ
①

伊
豆
国
宇
佐
見
領
主
、
宇
佐
見
三
八
郎
重
之
、

で
あ
り
、

③

当
地
域
を
領
知
し
た
と
き

に
対
応
す
る
記
述
は
、

→
Ｂ
②

室
町
将
軍
家
よ
り
、

→
Ｂ
③

武
州
埼
玉
郡
寄
西

き

さ

い

木
埼

き

さ

い

の
郷
を
給
は
り
、

→
Ｂ
⑤

伊
豆
国
よ
り
、
武
蔵
国
に
移
る
其
時

で
あ
る
。

補
足
と
し
て
、
「
資
料
一
」
①
、
②
、
③
に
対
応
す
る
「
資

料
三
」
の
記
述
に
関
し
て
の
「
相
違
」
を
「
２
点
」
指
摘
す

る
。１

点
目
は
、
②
の
「
地
名
」
、
及
び
「
氏
名
」
が
、
本
来
知

ら
れ
る
「
宇
佐
美
」
の
「
美
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
Ｂ
①
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で
は
「
地
名
」
、
及
び
「
氏
名
」
が
、
本
来
知
ら
れ
な
い
「
宇

佐
見
」
の
「
見
」
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
Ｂ
①
の
執
筆
者
の
単
純
な
「
誤
り
」
で
あ
る
と

推
定
し
た
。

２
点
目
は
、
③
の
「
当
地
域
」
と
い
う
表
現
に
に
対
し
て
、

Ｂ
①
で
は
「
武
州
埼
玉
郡
寄
西

き

さ

い

木
埼

き

さ

い

の
郷
」
と
い
う
具
体
的
な

「
地
名
」
で
記
述
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
③
の
執
筆
者
で
あ
る
萩
原
龍
夫
氏
が
、
「
越
ヶ
谷

久
伊
豆
神
社
」
が
中
世
に
お
い
て
は
「
武
蔵
国
崎
（
埼
）
西

郡
」
に
属
し
た
と
い
う
事
実
を
踏
ま
え
た
上
で
、「
宇
佐
美
氏
」

と
「
越
ヶ
谷
久
伊
豆
神
社
」
と
の
関
係
性
を
残
し
た
い
と
い

う
判
断
の
下
で
、
「
当
地
域
」
と
い
う
表
現
に
落
ち
着
い
た
と

推
定
し
た
。

本
論
に
お
い
て
は
筆
者
の
判
断
と
し
て
、
「
武
州
埼
玉
郡

寄
西

き

さ

い

木
埼

き

さ

い

の
郷
」
の
解
釈
を
、

「
武
蔵
国
（
武
州
）
に
属
す
る
近
世
で
は
埼
玉
郡
と
な
る
中

世
に
お
け
る
崎
（
埼
）
西
郡
の
中
心
地
で
あ
る
現
・
加
須
市

騎
西
の
近
辺
」

と
推
定
し
「
再
定
義
」
し
た
。

現
・
加
須
市
騎
西
の
地
に
は
、
式
内
社
の
「
玉
敷
神
社
」
に

比
定
さ
れ
、
近
世
に
お
い
て
は
「
久
伊
豆
明
神
」
と
呼
ば
れ

た
「
現
・
玉
敷
神
社
」
が
存
在
す
る
。

次
に
、
「
資
料
一
」
④
に
対
応
す
る
記
述
は
、
「
資
料
三
」
に

は
存
在
し
な
い
。

「
資
料
一
」
④

越
ヶ
谷
久
伊
豆
神
社
に
太
刀
を
奉
納
す
る
と

と
も
に
社
殿
を
再
建
し
た
と
い
う

に
対
応
す
る
記
述
は
、
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
。

ゆ
え
に
、
「
資
料
一
」
④
に
対
応
す
る
記
述
が
、
「
資
料
三
」

に
は
存
在
し
な
い
以
上
、
平
田
篤
胤
『
考
案
書
』
の
本
文
が

発
見
さ
れ
な
い
限
り
、
そ
の
検
証
が
不
可
能
で
あ
る
た
め
に
、

本
論
に
お
い
て
は
判
断
を
保
留
す
る
こ
と
と
す
る
。

尚
、
「
資
料
三
」
Ｂ
⑥
か
ら
Ｂ
⑪
ま
で
の
記
述
は
、
Ｂ
⑥
の

「
木
崎

き

さ

い

の
郷
に
斎
ひ
て
」
の
記
述
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、「
久

伊
豆
明
神
」
の
「
創
建
」
や
「
祭
祀
」
に
関
わ
る
も
の
で
あ

る
が
、
前
術
の
よ
う
に
、「
越
ヶ
谷
久
伊
豆
神
社
」
の
「
創
建
」

に
関
わ
る
論
説
や
、
同
神
社
の
「
祭
祀
」
に
関
わ
る
論
説
は
、

本
論
に
お
い
て
は
行
わ
な
い
の
で
、
こ
の
件
に
関
し
て
は
後

日
の
課
題
と
し
た
い
。
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ま
た
、
「
資
料
三
」
Ｂ
⑫
か
ら
Ｂ
⑮
ま
で
の
記
述
は
、
応
仁

元
年
（
一
四
六
七
）
以
降
の
宇
佐
美
氏
の
記
述
が
あ
り
、
こ
ち

ら
に
関
し
て
は
、
検
証
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

三
「
資
料
一
」
①
、
②
、
③
の
検
証

「
資
料
一
」
①
、
②
、
③
の
記
述
内
容
を
整
理
し
た

①

応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
、

②

伊
豆
国
宇
佐
美
の
領
主
、
宇
佐
美
三
八
郎
重
之
が

③

当
地
域
を
領
知
し
た
と
き

の
検
証
に
入
る
前
に
確
認
す
べ
き
点
と
し
て
、
前
述
し
た
よ

う
に
「
資
料
一
」
③
の
執
筆
者
で
あ
る
萩
原
氏
が
記
述
し
た
「
当

地
域
」
を
、
「
資
料
三
」
Ｂ
③
の
記
述
内
容
で
あ
る
「
武
州
埼

玉
郡
寄
西

き

さ

い

木
埼

き

さ

い

の
郷
」
を
踏
ま
え
た
上
で
、
筆
者
が
「
再
定
義
」

し
た
「
武
蔵
国
（
武
州
）
に
属
す
る
近
世
で
は
埼
玉
郡
と
な

る
中
世
に
お
け
る
崎
（
埼
）
西
郡
の
中
心
地
で
あ
る
現
・
加
須

市
騎
西
の
近
辺
」
を
前
提
と
す
る
。

そ
の
上
で
、
「
資
料
一
」
①
、
②
、
③
の
記
述
内
容
で
あ
る

応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
に
、
伊
豆
国
宇
佐
美
の
領
主
で
あ

る
宇
佐
美
三
八
郎
重
之
が
、
「
現
・
加
須
市
騎
西
の
近
辺
」
を

領
知
し
た
と
い
う
記
述
内
容
を
、
該
当
す
る
地
域
の
現
在
知

ら
れ
て
い
る
「
史
料
」
を
用
い
て
検
証
し
た
結
果
、
次
の
よ

う
な
推
定
を
行
っ
た
。

一

応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
、
伊
豆
国
宇
佐
美
の
領
主
は
宇

佐
美
三
八
郎
重
之
で
は
な
い
可
能
性
が
高
い
。

「
史
料
一
」

元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
足
利
尊
氏
御
判
御
教
書
（
上
杉

家
文
書
）（
6
）

十
二
月
二
十
九
日
、
足
利
尊
氏
は
、
伊
豆
国
宇
佐
美
郷

を
、
上
杉
五
郎
に
、
勲
功
賞
と
し
て
給
与
し
た
。

○
こ
れ
以
降
、
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
に
至
る
ま
で
、「
領

主
」
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
示
す
「
史
料
」
は
、
管
見
の

限
り
存
在
し
な
い
。

「
史
料
二
」

応
安
四
年
（
一
三
九
七
）
寺
尾
憲
清
召
文
（
三
嶋
大
社
文

書
）（
7
）

九
月
九
日
、
伊
豆
国
守
護
代
寺
尾
憲
清
が
、
三
嶋
社
東

大
夫
に
対
し
て
、
鎌
倉
へ
の
参
上
を
命
じ
た
。
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「
史
料
三
」

長
禄
二
年
（
一
四
五
八
）
右
衛
門
尉
康
清
書
状
（
矢
田
部

文
書
）（
8
）

八
月
六
日
、
右
衛
門
尉
康
清
が
、
三
嶋
社
東
大
夫
に
対

し
て
、
同
社
領
年
貢
の
借
召
催
促
の
停
止
と
、
三
福
郷

の
成
敗
を
、
伊
豆
国
守
護
代
寺
尾
若
狭
入
道
に
命
じ
た

こ
と
を
伝
え
た
。
尚
、
長
禄
二
年
（
一
四
五
八
）
は
、

鎌
倉
府
の
解
体
に
よ
っ
て
、
足
利
政
知
が
関
東
主
君
と

し
て
、
伊
豆
国
堀
越
に
下
向
し
た
年
で
あ
り
、
こ
の
時
、

伊
豆
国
は
政
知
に
与
え
ら
れ
た
。
寺
尾
氏
も
こ
れ
以
降
、

同
国
を
退
去
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

○
「
史
料
二
」
は
、
寺
尾
氏
が
伊
豆
国
守
護
代
に
任
じ
ら
れ

た
こ
と
を
示
す
初
見
史
料
で
、
こ
れ
以
降
、
「
史
料
三
」

の
長
禄
二
年
（
一
四
五
八
）
に
至
る
ま
で
、
寺
尾
氏
が

伊
豆
国
守
護
代
で
あ
っ
た
。

長
禄
二
年
（
一
四
五
八
）
以
降
、
伊
豆
国
守
護
代
に
任

じ
ら
れ
て
い
た
人
物
を
示
す
「
史
料
」
は
、
、
筆
者
の
調

査
不
足
で
未
判
明
で
あ
る
。

二

応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
、
宇
佐
美
氏
は
「
現
・
加
須
市

騎
西
の
近
辺
」
を
領
知
し
て
い
な
い
可
能
性
が
高
い
。

「
史
料
四
」

享
徳
五
年
（
康
正
二
年
）
（
一
四
五
六
）
足
利
成
氏
祈
願

文
（
鷲
宮
神
社
所
蔵
）（
9
）

二
月
十
日
、
古
河
公
方
足
利
成
氏
が
、
武
蔵
国
太
田
荘

鷲
宮
大
明
神
に
、
武
運
長
久
を
祈
り
、
（
上
杉
方
ら
）
凶

徒
退
治
の
折
に
は
、
足
立
郡
と
崎
西
郡
の
段
銭
（
田
地

に
課
し
た
税
）
を
、
同
社
の
修
造
料
と
し
て
寄
進
す
る

と
し
た
。

○
享
徳
五
年
（
康
正
二
年
）
（
一
四
五
六
）
、
公
方
成
氏
方

が
崎
西
郡
を
領
知
し
て
い
た
。

「
史
料
五
」

康
正
二
年
カ

（
一
四
五
六
）
足
利
成
氏
書
状
写
（
国
立
公

文
書
館
所
蔵
「
武
家
事
紀
」
）（
10
）

四
月
四
日
、
古
河
公
方
足
利
成
氏
が
、
京
都
の
三
条
（
実

雅
）
に
前
年
以
来
の
戦
況
な
ど
を
報
じ
て
諒
解
を
求
め

た
書
状
の
中
で
、
康
正
元
年
（
一
四
五
五
）
十
二
月
三

日
、
同
六
日
、
上
杉
方
の
上
椙
藤
朝
、
庁
鼻
和
憲
信
、

同
憲
明
、
長
尾
景
仲
ら
は
、
崎
西
郡
に
集
結
し
た
が
、
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こ
れ
を
公
方
成
氏
方
が
、
数
百
人
を
討
ち
取
り
、
残
り

の
者
も
皆
敗
走
さ
せ
た
と
述
べ
て
い
る
。

○
康
正
元
年
（
一
四
五
五
）
、
公
方
成
氏
は
埼
西
郡
に
集
結

し
た
上
杉
軍
を
撃
破
し
（
「
史
料
五
」
）
、
騎
西
城
を
奪
取

し
て
古
河
方
の
前
線
拠
点
と
し
て
位
置
づ
け
直
し
た
の

で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
契
機
に
し
て
、
成
氏
は
埼
西
郡
の

各
地
に
奉
公
衆
を
配
置
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。（
11
）

「
史
料
六
」

『
鎌
倉
大
草
子
』（
12
）

応
仁
文
明
の
頃
、
政
知
は
伊
豆
の
堀
越
に
居
住
あ
り
。

成
氏
は
下
総
の
古
河
城
に
あ
り
。
両
御
所
に
て
候
。
両

上
杉
は
堀
越
の
味
方
に
て
成
氏
と
合
戦
。
武
州
総
州
の

成
氏
の
味
方
之
者
ど
も
文
明
三
年
三
月
、
箱
根
山
を
打

越
、
伊
豆
の
三
嶋
へ
発
向
し
て
政
知
を
せ
め
ん
と
す
。

[

中
略]

此
間
に
山
内
顕
定
宇
佐
美
藤
三
郎
孝
忠
に
五
千

余
騎
を
相
添
、
道
に
待
う
け
散
々
に
責
け
れ
ば
成
氏
方

千
葉
小
山
結
城
等
残
少
な
に
打
な
さ
れ
古
河
へ
皈
城
し

け
る
。[

後
略]

○
文
明
三
年
（
一
四
七
一
）
三
月
、
古
河
公
方
足
利
成
氏

が
、
箱
根
山
を
越
え
て
伊
豆
国
三
嶋
に
侵
攻
し
た
際
に
、

堀
越
公
方
足
利
政
知
、
扇
谷
、
山
内
の
両
上
杉
方
の
味

方
と
し
て
、
宇
佐
美
藤
三
郎
孝
忠
は
、
公
方
成
氏
方
を
撃

退
し
た
。

「
史
料
七
」

『
鎌
倉
大
草
子
』（
12
）

（
文
明
三
年
）
六
月
廿
四
日
、[

中
略]

両
上
杉
は
猶
五
十

子
に
旗
を
た
て
ゝ
成
氏
の
味
方
を
退
治
し
け
る
。
し
か

れ
ど
も
古
河
に
野
田
、
関
宿
に
簗
田
、
私
市
の
佐
々
木
、

其
外
那
須
結
城
い
づ
れ
も
無
二
の
御
所
方
に
て[

後
略]

○
文
明
三
年
（
一
四
七
一
）
六
月
廿
四
日
、
私
市

き

さ

い

（
騎
西
城
）

に
は
佐
々
木
氏
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。

四
「
資
料
三
」
Ｂ
⑫
か
ら
Ｂ
⑮
ま
で
の
検
証

次
に
、
「
資
料
三
」
Ｂ
⑫
か
ら
Ｂ
⑮
ま
で
の
記
述
内
容
を
、

該
当
す
る
地
域
の
現
在
知
ら
れ
て
い
る
「
史
料
」
を
用
い
て

検
証
し
た
結
果
、
次
の
よ
う
な
事
実
が
証
明
さ
れ
た
。

三

治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
十
一
月
、
宇
佐
美
祐
茂
が
常
陸

国
多
珂
郡
の
地
頭
と
な
り
、
そ
の
後
も
、
宇
佐
美
氏
の
子
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孫
は
、
常
陸
国
で
佐
竹
氏
の
臣
と
な
っ
て
活
動
し
て
い
た
。

「
史
料
八
」

『
吾
妻
鏡
』（
13
）

（
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
十
一
月
）
大
八
日
丙
辰
。
被

収
公
秀
義
領
所
常
陸
國
奥
七
郡
。
并
太
田
。
糟
田
。
酒
出

等
所
々
。

被
宛
行
軍
士
之
勳
功
賞
云
々
。

治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
十
一
月
八
日
、
佐
竹
秀
義
の

所
領
で
あ
っ
た
常
陸
國
奥
七
郡
と
太
田
、
糟
田
、
酒
出

等
を
没
収
し
て
、
こ
れ
を
有
力
御
家
人
に
恩
賞
地
と
し

て
与
え
た
。

○[

前
略]

多
珂
郡
に
つ
い
て
は
『
新
編
常
陸
国
誌
』
の
引

用
す
る
「
安
良
河
八
幡
大
双
紙
」
に
よ
る
と
、
宇
佐
美

祐
茂
が
安
良
川
八
幡
宮
に
講
田
八
段
を
寄
進
、
そ
の
子

祐
政
も
大
般
若
田
を
寄
進
、
さ
ら
に
そ
の
子
祐
泰
が
嘉

禎
年
中
（
一
二
三
五
ー
三
七
）
、
同
宮
を
造
営
し
た
と
さ

れ
る
が
、
同
八
幡
宮
神
主
・
衆
徒
の
文
明
十
一
年
（
一

四
七
九
）
の
申
状
は
「
当
荘
地
頭
宇
佐
美
左
右
衛
門
時
景
」

と
し
、
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
）
、
宇
佐
美
祐
泰
、
木
佐

良
善
阿
が
造
営
を
行
っ
た
と
の
べ
て
い
る
（
「
安
良
川
八

幡
神
社
文
書
」
中
世
編
Ⅱ
）
。
両
者
の
記
事
に
差
が
あ
る

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
藤
姓
宇
佐
美
氏
が
治
承
以
来
、
地

頭
職
を
保
持
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。（
14
）

「
史
料
九
」

『
続
群
書
類
従

第
五
輯

上
』
系
図
部

巻
第
百
二
十
「
佐

竹
白
石
系
図
」（
15
）

義
重

常
陸
介

法
名
秀
山
。

―
義
清

源
二
郎

義
重
第
二
子
。
是
依
無
男
子
。
祐
義

ニ
相
続
。

―
祐
義

佐
竹
七
郎

母
宇
佐
美
日
向
入
道
女
也
。
号
蓮
阿
。

○
『
佐
竹
白
石
系
図
』
に
よ
れ
ば
佐
竹
氏
四
代
佐
竹
義
重

の
子
義
清
に
子
が
な
い
た
め
、
宇
佐
美
日
向
入
道
の
娘
を

母
と
す
る
七
郎
祐
義
に
相
続
さ
せ
た
と
あ
る
。

「
史
料
十
」

『
常
陸
史
略

久
慈
郡
部
』
四
〇
頁
（

16
）

○
久
慈
城
跡
ハ
中
世
宇
佐
美
氏
之
ニ
居
ス
天
正
文
禄
ノ

際
ニ
至
リ
宇
佐
美
又
左
衛
門
ナ
ル
者
佐
竹
義
重
ニ
仕
保

内
初
原
ノ
地
ヲ
食
シ
宇
佐
美
太
郎
衛
門
モ
亦
下
郷
ノ
地

ヲ
食
ス
盖
シ
此
城
主
ノ
子
孫
ナ
ラ
ン[

後
略]
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○
出
典
は
不
明
だ
が
、
宇
佐
美
氏
の
子
孫
と
し
て
、
佐
竹

氏
の
臣
の
宇
佐
美
又
左
衛
門
、
宇
佐
美
太
郎
衛
門
の
名
が

あ
る
。

四

慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）
霜
月
廿
六
日
、
宇
佐
美
三
十

郎
が
大
坂
城
で
討
ち
死
に
し
て
い
た
。

「
史
料
十
一
」

覚
（

17
）

一
、
慶
長
十
九
年
大
坂
御
籠
城
之
砌
寅
霜
月
廿
六
日
朝
大

坂
ゟ
今
福
表
江
御
人
数
を
被
出
候
所
ニ
佐
竹
右
京
太

夫
自
身
被
罷
出
、
家
来
渋
江
内
膳
（
渋
江
政
光
）
・

梅
津
半
右
衛
門
其
外
物
頭
之
者
ニ
申
付
、
大
坂
衆
押
立
、

首
数
七
ツ
討
捕
申
候
事

一
、
同
日
未
之
刻
、[

中
略]

一
、
味
方
狸
々
皮
之
羽
織
着
申
候
者
弐
百
人
参
り
御
座
候

内
、
四
・
五
人
討
死
致
し
、
其
内
貴
殿
御
鑓
付
首
御

取
被
成
候
者
歳
廿
二
・
三
比
に
て
顔
面
長
ク
眉
（
眉

目
）
能
首
ニ
御
座
候
由
被
仰
越
候
、
其
者
ハ
宇
佐
美

三
十
郎
と
申
者
ニ
可
有
之
候
か
、
防
戦
之
時
分
も
味

方
江
大
坂
衆
之
首
八
ツ
討
捕
申
候
、
朝
晩
之
首
数
合

十
五
か
と
覚
申
候
事[

後
略]

戸
村
十
太
夫

義
国
判

（
正
保
二
年
）
六
月
七
日

高
松
内
匠
様

狸
々
皮
の
羽
織
を
着
た
味
方
は
百
人
ほ
ど
い
て
、
こ
の

内
四
～
五
人
は
討
ち
死
に
し
た
が
、
貴
方
様
が
討
ち
取

っ
た
と
お
っ
し
ゃ
る
年
頃
二
十
二
～
二
十
三
で
、
顔
が

長
く
、
眉
目
良
い
者
は
宇
佐
美
三
十
郎
と
言
う
人
物
か
も

し
れ
な
い
。（
18
）

五

近
世
、
佐
竹
氏
が
治
め
た
出
羽
国
久
保
田
藩
（
秋
田
藩
）

に
は
、
宇
佐
美
三
十
郎
と
い
う
家
臣
が
存
在
し
た
。

「
史
料
十
二
」

「
藤
原
氏
宇
佐
美
系
図
」
（A

2
8
8
.
2
-
1
1
8
4

）（
19
）

宇
佐
美

忠
祐
※
―
祐
光
―
祐
應
―
忠
辰
―
忠
盈

※
慶
長
十
九
年
摂
州
大
坂
ノ
役
二
屈
従
ス

宇
佐
美
三
十
郎
忠
盈
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「
資
料
五
」

「
表
五

人
別
異
動
表
」（
20
）

宇
佐
美
三
十
郎

本
方
奉
行
→(

天
明
五
年
（
一
七
八
五
）)

遠
慮
→(
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）)

大
番
組
頭
→

(

同
八
年
（
一
七
九
六
）)

物
頭
→
学
館
勤
番
→

(

同
九
年
（
一
七
九
七
）)

学
館
勤
番
支
配

家
禄
二
二
二
石
七
九
九

結
び
に
代
え
て

「
資
料
二
」
、「
資
料
三
」
、「
資
料
四
」
を
元
に
、
平
田
篤
胤

『
考
案
書
』
の
記
述
内
容
を
「
復
元
」
し
、
そ
の
記
述
内
容
を

「
引
用
」
し
た
「
資
料
一
」
①
、
②
、
③
、
④
の
検
証
を
行
っ

た
結
果
、
残
念
な
が
ら
管
見
の
限
り
、

「
資
料
一
」

①

応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
、

②

伊
豆
国
宇
佐
美
の
領
主
、
宇
佐
美
三
八
郎
重
之
が

③

当
地
域
を
領
知
し
た
と
き

の
記
述
内
容
に
関
し
て
、
「
史
料
」
上
で
は
、
「
全
て
」
が
確

認
出
来
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。

④

越
ヶ
谷
久
伊
豆
神
社
に
太
刀
を
奉
納
す
る
と
と
も
に

社
殿
を
再
建
し
た
と
い
う

に
対
応
す
る
記
述
は
、
「
資
料
三
」
に
は
存
在
し
な
い
以
上
、

平
田
篤
胤
『
考
案
書
』
の
本
文
が
発
見
さ
れ
な
い
限
り
、
そ

の
検
証
が
不
可
能
で
あ
る
た
め
に
、
本
論
に
お
い
て
は
判
断

を
保
留
す
る
こ
と
と
し
た
。

さ
ら
に
、
「
資
料
一
」
②
に
記
述
さ
れ
る
宇
佐
美
氏
に
つ
い

て
、「
資
料
三
」
Ｂ
⑫
か
ら
Ｂ
⑮
ま
で
の
検
証
を
行
っ
た
結
果
、

「
資
料
三
」

Ｂ
⑫

宇
佐
見
三
八
郎
は
、
後
に
常
陸
国
佐
竹
の
臣
と
な
り

て

Ｂ
⑬

出
羽
国
秋
田
に
う
つ
れ
る
が
、

Ｂ
⑭

大
阪
陣
の
時
に
討
死
す
、
其
子
孫
を
三
十
郎
を
い
ふ
、

Ｂ
⑮

今
に
秋
田
に
住
し
て
、
佐
竹
氏
に
仕
ふ
と
い
ふ
。

の
記
述
内
容
に
関
し
て
、
「
史
料
」
上
で
は
、
宇
佐
見
三
八
郎

以
外
の
「
全
て
」
が
確
認
出
来
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

こ
の
驚
く
べ
き
事
実
は
、
出
羽
国
久
保
田
藩
（
秋
田
藩
）



11

出
身
の
平
田
篤
胤
な
ら
で
は
の
特
別
な
情
報
が
あ
っ
た
故
で

あ
ろ
う
と
推
測
し
た
。

最
後
に
、
筆
者
は
今
後
も
、
「
資
料
一
」
①
、
②
、
③
、
④

の
検
証
を
、「
史
料
」
を
用
い
て
続
け
て
い
く
所
存
で
あ
る
が
、

「
武
州
埼
玉
郡
寄
西

き

さ

い

木
埼

き

さ

い

の
郷
」
の
解
釈
を
、

「
武
蔵
国
（
武
州
）
に
属
す
る
近
世
で
は
埼
玉
郡
と
な
る
中

世
に
お
け
る
崎
（
埼
）
西
郡
の
中
心
地
で
あ
る
現
・
加
須
市

騎
西
の
近
辺
」

と
推
定
し
「
再
定
義
」
し
た
点
を
、
検
証
の
際
の
基
本
に
す
べ

き
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。

注
（

1
）
萩
原

龍
夫
（
一
九
七
五
）

『
越
谷
市
史

第
一
巻

通
史
上
』
越
谷
市
役
所
、

一
一
八
九
頁

（

2
）
国
立
国
会
図
書
館
サ
ー
チ

h
t
t
p
s
:
/
/
i
s
s
.
n
d
l
.
g
o
.
j
p
/

（

3
）
明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
四
月
五
日
発
行

『
東
武
鉄
道
線
路
案
内
記
』
三
一
、
三
二
頁

（

4
）
明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
）
二
月
十
三
日
発
行

『
埼
玉
県
地
理
案
内
』
四
六
、
四
七
頁

（

5
）
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
発
行

『
越
ヶ
谷
案
内
』
四
一
頁

（

6
）
静
岡
県
編
（
一
九
九
二
）

『
静
岡
県
史

資
料
編
六

中
世
二
』
静
岡
県
、

十
二
頁

（

7
）
高
崎
市
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
（
一
九
九
四
）

『
新
編
高
崎
市
史

資
料
編
四

中
世
二
』
静
岡
県
、

一
九
四
頁

（

8
）
（

7
）
前
掲
書
、
二
二
三
頁

（

9
）
騎
西
町
史
編
さ
ん
係
編
（
一
九
九
〇
）

『
騎
西
町
史

中
世
資
料
編
』
騎
西
町
教
育
委
員
会
、

一
一
五
・
一
一
六
頁

（

10
）
（

9
）
前
掲
書
、
一
一
六
・
一
一
七
頁

（

11
）
騎
西
町
社
会
教
育
課
郷
土
史
料
係
編
（
二
〇
〇
五
）

『
騎
西
町
史

通
史
編

』
騎
西
町
教
育
委
員
会
、

一
七
九
頁

（

12
）h

t
t
p
:
/
/
l
o
v
e
k
e
n
o
.
i
z
a
-
y
o
i
.
n
e
t
/
o
z
o
u
s
h
i
0
.
h
t
m

（

13
）
吾
妻
鏡
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
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藤
原
公
定
撰

『
新
編
纂
図
本
朝
尊
卑
分
脈
系
譜
雑
類
要
集
３
』

吉
川
弘
文
館
（
一
九
〇
三
～
〇
四
）

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

h
t
t
p
:
/
/
d
l
.
n
d
l
.
g
o
.
j
p
/
i
n
f
o
:
n
d
l
j
p
/
p
i
d
/
9
9
1
5
8
5

よ
り
「
宇
佐
美
氏
」
該
当
部
分
に
加
筆
し
て
引
用
↓

h
t
t
p
:
/
/
b
a
s
e
1
.
n
i
j
l
.
a
c
.
j
p
/
i
n
f
o
l
i
b
/

m
e
t
a
_
p
u
b
/
d
e
t
a
i
l

（

14
）
網
野

善
彦
（
一
九
九
四
）
『
茨
城
県
史

中
世
編
』

茨
城
県
、
一
〇
八
頁

（

15
）
塙

保
己
一
／
太
田
藤
四
郎
編
（
一
九
七
三
）

『
続
群
書
類
従

第
五
輯
上
』
続
群
書
類
従
完
成
会

（

16
）
小
田
野

辰
之
助
編
（
一
八
九
六
・
九
七
）

『
常
陸
史
略

久
慈
郡
部
』
錦
竜
堂
、
四
〇
頁

h
t
t
p
:
/
/
d
l
.
n
d
l
.
g
o
.
j
p
/

i
n
f
o
:
n
d
l
j
p
/
p
i
d
/
7
6
4
3
6
7

（

17
）
堀

智
博
（
二
〇
一
六
）

「
大
坂
落
人
高
松
久
重
の
仕
官
活
動
と
そ
の
背
景:

戸
村
義
国
と
の
往
復
書
簡
を
題
材
と
し
て
」

『
共
立
女
子
大
学
文
芸
学
部
紀
要
』
巻
六
二
、

七
一
頁

（

18
）
（

17
）
前
掲
書
、
五
七
頁

（

19
）
秋
田
県
公
文
書
館
編
（
二
〇
〇
一
）

『
系
図
目
録
一

秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
古
文
書
目
録
』

秋
田
県
公
文
書
館
、
九
一
頁

（

20
）
金
森

誠
也
（
二
〇
〇
二
）

「
寛
政
期
秋
田
藩
に
お
け
る
改
革
派
官
僚
の
形
成

―
い
わ
ゆ
る
「
人
材
登
用
」
に
つ
い
て
―
」

『
秋
田
県
公
文
書
館

研
究
紀
要
』
第
八
号
、
九
頁

←


